
 

       

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

             

 

 

組織の活力アップにお客様よりご好評をいただいている、あおば事務所のセミナーをご案内させていただきます！ 
★組織活力アップ研修  全ての根本がここに！ 基本は全4 回、期間は約３ヶ月 
★問題解決プログラム  困難を打ち破り問題を解決していく力を養います！ 
★経営幹部、管理職研修 管理職に必要な意識と心得をお伝えします。 
★チームビルディング  実務を離れてこの研修を受けてみるとみんなの意外な一面を発見するかも？ 
★超採用面接術  他 
実施時間・内容はご相談に応じますので、お気軽にあおば事務所までお問い合わせください。 
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質問１ 直行直帰だから対面でのチェックができない場合はどうしたらいい？ 

回答 次のどちらかの方法があります 

・カメラやモニターなどによって、運転者の顔色、応答の声の調子などを確認すると同時に、アルコール検知器に

よる測定結果を確認する方法 

・携帯電話や無線機など運転者と直接話ができる機器を使って声の調子を確認すると同時に、アルコール検知器の

測定結果をその場で報告させる方法 

 

質問２ 「常に正常に機能するアルコール検知器を保持している」とは、どのような状態？ 

回答 正常に作動し、故障がない状態で保持しておくこと（電源が入るか？損傷がないか？など）。そのためには定期

的に故障の有無を確認する必要があります。 

 

質問３ アルコール検知器に必要な性能は？ 

回答 呼気中のアルコールを検知し、 

その有無又はその濃度を警告音、 

警告灯、数値などにより示す機 

能を有するもの。なお、国家公 

安委員会や警察で推奨している 

ものはありません。 

 

組織活力が特に 

オススメ！ 

■ あおばの研修（組織力アップ、定着向上の為の本質論です）■ 
＜ 社会保険料 ＞ 

9月にお送りした「社会保険料一覧表」のとおり、10月払いの給与から引く社会保険料を変更してください 

社会保険の算定結果は9月分の保険料から反映されます。実際に社会保険料を変更するのは、翌月支払いの原則があることから

｢10月に支払われる給与｣からとなります(ただし会社独自に社会保険料控除のタイミングを設定している場合は除きます)。 

＜ 被扶養者状況リストについて ＞ 

10 月下旬から11 月上旬にかけて協会けんぽより会社宛に送付されます。被保険者の方に、被扶養者の要件を満たしているかを

ご確認・ご記入の上、同封の返信用封筒で協会けんぽへ期限内にご提出ください。提出時の控えはメールまたはFAXにてあおば

までお送りください。 

       

 

すでに行われているアルコールチェックの際に、１２月からはアルコール検知器の使用が義務になります。 

再確認！ 業務で使用する車が、次のどちらかに該当しますか？                        

・白ナンバー車両を5台以上保有している 

・定員11人以上の白ナンバー車両を1台以上保有している 

 

NO 

YES  （１）～（３）を確認！ 

再確認！（１）安全運転管理者の選任と届出をし、安全運転管

理者がアルコールチェックを行います（★参照） 

 

Neｗ！！（２）【事前の準備】11 月末までに 

□ アルコール検知器の準備。  

□ 測定結果を記録し保存するための準備（記録用紙が必要な項目を満たしているか？）。 
【必要な項目】確認者名／運転者名／自動車登録番号または識別できる記号、番号など／確認日時／確認方法（アルコー

ル検知器使用の有無、対面でない場合は具体的な方法）／酒気帯びの有無／指示事項／その他必要な事項 

□ アルコールチェックに関するルールを定め、従業員に周知する。 

Neｗ！！（３）【具体的に行うこと】12 月1 日以降 

12月から新たに義務になるのは下線部分ですが、その他についても再確認しておきましょう。 

■乗車前と乗車後に、酒気帯びの有無を目視による確認とアルコール検知器を使用してチェックを行う 

■アルコールチェックの測定結果を記録し、1年間保存する（紙でも、パソコン上でもOK！）。 

■常に正常に機能するアルコール検知器を保持している。 

アルコールチェックの対象ではあ

りません。ただし、酒気帯び運転

などの法律違反を防ぐため、安全

運転管理は行いましょう。（業務

中、マイカー通勤中問わず） 

【はじめに】下記のフローにそって確認してみましょう！ 

★安全運転管理者の選任と届出がされてい

ない場合は急ぎ対応する必要があります。

詳細は管轄の警察署にお問合せください。 

 

アルコール検知器を使用したアルコールチェックに関するQ＆A 

ご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。 

 


